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Ⅱ 契約の申込み 
 

 6  需給契約の申込み 

(1)  お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめこの

  最終保障供給約款を承認のうえ，次の事項を明らかにして，申込みをして

  いただきます。 

   なお，この場合には，当社所定の申込書を使用していただきます。 

   契約種別，供給電気方式，需給地点，需要場所，供給電圧，契約負荷設

  備，契約受電設備，契約電力，発電設備，業種，用途，使用開始希望日，

  使用期間および料金の支払方法 

(2)  契約負荷設備，契約受電設備および契約電力については， 1 年間を通じて

  の最大の負荷を基準として，お客さまから申し出ていただきます。この場合，

   1 年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて使用開始希望日

  以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。 

(3)  供給設備の工事を要する場合は，用地事情等により供給開始までに長期間

  を要することがあるため，原則として，あらかじめ当社の供給設備の状況等

  について照会していただき，申込みをしていただきます。 

(4)  電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は，無

  停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，お客さまが

  保安等のために必要とされる電気については，その容量を明らかにしていた

  だき，最終保障予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置，蓄電池装

  置の設置等必要な措置を講じていただきます。 

 

 7  需給契約の成立および契約期間 

(1)  需給契約は，申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 

(2) 契約期間は，次によります。 

  イ 契約期間は，最終保障農事用電力の場合を除き，需給契約が成立した日

   から，あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。 

  ロ 最終保障農事用電力の契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適
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   用開始の日以降 1 年目の日までといたします。 

 

 8  需 要 場 所 

(1)  当社は，原則として， 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし，こ

  れによりがたい場合には， 1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といた

  します。 

   なお， 1 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

  由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計

  主体に属するものをいいます。また， 1 建物をなすものとは，独立した 1 建
  物をいいます。ただし，複数の建物であっても，それぞれが地上または地

  下において連結され，かつ，各建物の所有者および使用者が同一のとき等

  建物としての一体性を有していると認められる場合は， 1 建物をなすもの

  とみなします。ただし，集合住宅等の 1 建物内において，共用部分その他

  建物の使用上独立している部分がある場合は，その部分を 1 需要場所とす

  ることがあります。 

(2) 隣接する複数の構内の場合で，それぞれの構内において営む事業の相互

  の関連性が高いときは，(1)にかかわらず，その隣接する複数の構内を 1 需
  要場所とすることがあります。 

(3) 道路その他公共の用に供せられる土地（(1)に定める構内または(2)に定

  める隣接する複数の構内を除きます。）において，街路灯等が設置されて

  いる場合は，その設置されている場所を 1 需要場所といたします。 

 

 9  需給契約の単位 

  当社は，次の場合を除き， 1 需要場所について 1 契約種別を適用して， 1 需
 給契約を結びます。 

 (1)  1 需要場所において，次の 2 契約種別を契約する場合または次の契約種

別とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合 

   最終保障農事用電力，最終保障予備電力 

 (2)  電気鉄道の場合で，負荷が移動するために同一送電系統に属する 2 以上の
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  需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により，一括して

   1 需給契約を結ぶとき。 

 

10 供 給 の 開 始 

(1) 当社は，お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには，お客さまと協

  議のうえ需給開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，すみ

  やかに電気を供給いたします。 

(2) 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由によ

  って，あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかにな

  った場合には，その理由をお知らせし，あらためてお客さまと協議のうえ，

  需給開始日を定めて電気を供給いたします。 

 

11  供 給 の 単 位 

  当社は，次の場合を除き， 1 需要場所につき， 1 供給電気方式， 1 引込みお

 よび 1 計量をもって電気を供給いたします。 

(1)  9 （需給契約の単位）(2)の場合 

(2) 18（最終保障予備電力）(1)イおよびロをあわせて契約する場合 

(3)  共同引込線（ 2 以上の需要場所に対して 1 引込みにより電気を供給するた

  めの引込線をいいます。）による引込みで電気を供給する場合 

(4)  55（一般供給設備の工事費負担金）(2)イ(ｲ)ｃのスポットネットワーク

  方式で電気を供給する場合 

(5) その他技術上，経済上やむをえない場合 

 

12  承 諾 の 限 界 

  当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況その他に

 よってやむをえない場合には，需給契約の申込みの全部または一部をお断りす

 ることがあります。この場合は，その理由をお客さまにお知らせいたします。 
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13  需給契約書の作成 

  電気の需給に関する必要な事項について，需給契約書を作成いたします。 


